
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
六
十
七
号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令

内
閣
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
六
条
第
六
項
、

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

（
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
の
範
囲
）

第
一
条
　
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
政

令
で
定
め
る
装
置
は
、
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本

法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
衛
星
測
位
の
技
術
を
用
い
て
得
ら
れ
る
当

該
装
置
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
を
電
磁
的
記
録
（
電

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

て
記
録
し
、
又
は
こ
れ
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装

置
を
い
う
。

（
位
置
情
報
の
取
得
方
法
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
の
映
像
面
上
に
お
い

て
、
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
さ
れ
た
位
置
情
報
を

視
覚
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
し
て

閲
覧
す
る
方
法

二
　
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
に
よ
り
記
録
さ
れ
た

電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
取
得
す
る
方
法

（
当
該
電
磁
的
記
録
を
他
の
記
録
媒
体
に
複
写
す
る

方
法
を
含
む
。
）

三
　
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
に
よ
り
送
信
さ
れ
た

電
磁
的
記
録
を
受
信
す
る
方
法
（
当
該
方
法
に
よ
り

取
得
さ
れ
た
位
置
情
報
を
他
人
の
求
め
に
応
じ
て
提

供
す
る
役
務
を
提
供
す
る
者
か
ら
当
該
役
務
を
利
用

し
て
当
該
位
置
情
報
の
提
供
を
受
け
る
方
法
を
含

む
。
）

（
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
移
動
し
得
る
状
態
に

す
る
行
為
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
行

為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
そ
の
所
持
す
る
物
に
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置

を
差
し
入
れ
る
こ
と
。

二
　
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
差
し
入
れ
た
物
を

交
付
す
る
こ
と
。

三
　
そ
の
移
動
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
又
は

現
に
供
さ
れ
て
い
る
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す

る
自
動
車
、
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自

転
車
、
同
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
自
転
車
、

同
項
第
十
一
号
の
三
に
規
定
す
る
移
動
用
小
型
車
、

同
項
第
十
一
号
の
四
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
用
の

車
又
は
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令

第
二
百
七
十
号
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
歩
行

補
助
車
（
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
持
す
る
物
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を

取
り
付
け
、
又
は
差
し
入
れ
る
こ
と
。

（
行
政
手
続
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
手
続
法

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
準
用
に
つ
い
て
の

技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
行

政
手
続
法
の
規

定

読
み
替
え
ら
れ

る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
十
五
条
第
一

項

不
利
益
処
分
の

名
あ
て
人
と
な

る
べ
き
者

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等

の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
八
十
一
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
（
以

下
「
緊
急
禁
止
命
令

等
」
と
い
う
。
）
を
受

け
た
者

第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
及
び

第
二
十
条
第
一

項

予
定
さ
れ
る
不

利
益
処
分

当
該
緊
急
禁
止
命
令

等

第
十
五
条
第
一

項
第
二
号
並
び

に
第
二
十
四
条

第
一
項
及
び
第

三
項

不
利
益
処
分
の

原
因
と
な
る
事

実

当
該
緊
急
禁
止
命
令

等
の
原
因
と
な
っ
た

事
実

第
十
五
条
第
二

項
第
二
号
及
び

第
十
八
条
第
一

項

不
利
益
処
分
の

原
因
と
な
る
事

実

緊
急
禁
止
命
令
等
の

原
因
と
な
っ
た
事
実

第
十
五
条
第
三

項
及
び
第
二
十

二
条
第
三
項

不
利
益
処
分
の

名
あ
て
人
と
な

る
べ
き
者

当
該
緊
急
禁
止
命
令

等
を
受
け
た
者

第
十
七
条
第
一

項

不
利
益
処
分

緊
急
禁
止
命
令
等

第
十
八
条
第
一

項

不
利
益
処
分
が

さ
れ
た
場
合
に

緊
急
禁
止
命
令
等
に

よ
り

　

害
さ
れ
る
こ
と

と
な
る

害
さ
れ
た

第
二
十
条
第
一

項

そ
の
原
因
と
な

る
事
実

そ
の
原
因
と
な
っ
た

事
実

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
五
条
　
法
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属

す
る
事
務
は
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方

面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会

が
行
う
。

（
方
面
本
部
長
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
六
条
　
法
の
規
定
に
よ
り
道
警
察
本
部
長
の
権
限
に
属

す
る
事
務
は
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方

面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
本
部
長
が
行

う
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
一

月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
四
日
政
令
第
七

二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
六
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
命
令
又
は
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第

千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国

際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
八
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
「
命
令
等
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
政

令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
命
令
等
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
二
六
日
政
令
第
一

五
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年

法
律
第
百
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ

い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
の
規
定

は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
表
以
外
の
部
分
中

「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
と

あ
る
の
は
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律

第
百
二
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
」
と
、
同
表
第
十
五
条
第
一
項
の
項
中
「
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は

「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
二

号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す

る
法
律
」
と
、
同
表
第
二
十
六
条
の
項
中
「
法
」
と
あ

る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
一
三
日
政
令
第
二
三

〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
四
十
五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
三
日
政
令
第
三

九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

1


